
申…申し込み先　問…問い合わせ先　ヴ…ヴィーブル内　インフォメーション

３
年
）９
月
14
日
ま
で
の
狩
猟

免
状
を
所
持
し
て
い
る
人

問
県
自
然
保
護
課
　
鳥
獣
班

　
☎（
３
３
３
）２
２
７
５

　
県
北
広
域
本
部
林
務
課

　
☎
０
９
６
８（
２
５
）２
３
４
７

▼
住
所

　御
代
志
１
７
４
１
番
地

▼
募
集
戸
数

　１
戸（
１
階
）

▼
間
取
り

　２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

▼
学
校
区

　合
志
楓
の
森
小
学

校
・
合
志
楓
の
森
中
学
校

▼
月
額
家
賃

　１
９
、
７
０
０
〜

３
８
、
８
０
０
円

※
世
帯
の
所
得
に
応
じ
ま
す
。

▼
入
居
資
格

◦
住
所
か
勤
務
先
が
本
市
に
あ
り

市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
人

◦
入
居
予
定
者
全
員
の
所
得
合
計

が
月
額
１
５
８
、
０
０
０
円
以

下
の
世
帯
の
人

◦
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い

る
人（
60
歳
以
上
の
人
・
障
が

い
者
な
ど
は
単
身
入
居
可
）

▼
入
居
予
定
日

　７
月
１
日
㈭

▼
敷
金

　家
賃
３
カ
月
分

　郵
送
す
る
場
合

　案
内
書
に
付
い
て
い
る
封
筒
で

特
定
記
録
郵
便
に
て
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。（
６
月
14
日
㈪
ま
で

の
消
印
有
効
と
し
ま
す
）

　持
参
す
る
場
合

　県
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
の
専

用
受
付
ボ
ッ
ク
ス
に
投
函
し
て

く
だ
さ
い
。（
午
前
９
時
〜
午
後

４
時
）

申
問
県
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
☎（
２
１
３
）２
７
１
１

　市
で
は
、
介
護
保
険
事
業
計
画

の
見
直
し
や
事
業
の
推
進
に
つ
い

て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
幅
広
い
意

見
を
聴
い
て
施
策
に
反
映
さ
せ
る

た
め
市
介
護
保
険
事
業
計
画
等
策

定
委
員
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格

◦
介
護
、
高
齢
者
福
祉
に
対
し
て

関
心
の
あ
る
人

◦
市
内
在
住
で
、
本
年
４
月
１
日

時
点
で
40
歳
以
上
の
人

◦
年
4
回
程
度
の
会
議
に
出
席
で

き
る
人

※
報
償
費
の
支
給
が
あ
り
ま
す
。

▼
募
集
人
数

　４
人
程
度

▼
任
期

　委
嘱
の
日
か
ら
令
和
６

年
３
月
末
ま
で

▼
そ
の
他

　当
委
員
会
の
委
員
は
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
ま

た
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運

営
委
員
会
の
委
員
を
兼
務
し
ま

す
。

▼
応
募
方
法

　住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・

電
話
番
号
を
明
記
し
、
応
募
理

由
と『
介
護
・
高
齢
者
福
祉
に

関
す
る
考
え
な
ど（
実
践
事
例
含

む
）』に
つ
い
て
の
作
文（
１
、

０
０
０
字
以
内
）を
高
齢
者
支
援

課
に
直
接
持
参
す
る
か
、
郵
送
、

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
メ
ー
ル
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
様
式
は
問

い
ま
せ
ん
。

▼
募
集
期
限

　５
月
31
日
㈪

　（当
日
消
印

　有
効
）

申
問
高
齢
者
支
援
課

　
介
護
保
険
班

　
〒
８
６
１
‐
１
１
９
５

　
合
志
市
竹
迫
２
１
４
０

　
☎（
２
４
８
）１
１
０
２

　
g（
２
４
８
）１
１
９
６

　
fkourei@
city.koshi.lg.jp

　県
は
５
月
10
日
か
ら
１
カ
月
間

を
指
導
取
締
強
化
月
間
と
定
め
、

違
法
捕
獲
な
ど
の
防
止
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　野
生
鳥
獣
ま
た
は
鳥
類
の
卵
は
、

法
律
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
以

外
は
原
則
と
し
て
捕
獲
、
殺
傷
、

採
取
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、
野
生
鳥
獣（
メ
ジ
ロ
、
ホ

オ
ジ
ロ
な
ど
）の
愛
が
ん
飼
養
目
的

の
捕
獲
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
県
北
広
域
本
部
林
務
課

　
☎
０
９
６
８（
２
５
）２
３
４
７

　県
は
狩
猟
免
許
試
験
を
６
月
か

ら
令
和
４
年
１
月
ま
で
の
間
に
６

回
ほ
ど
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　ま
た
、
６
月
か
ら
９
月
ま
で
に

免
許
更
新
の
講
習
な
ど
を
実
施
し

ま
す
。
具
体
的
な
日
程
は
、
５
月

上
旬
を
目
途
に
県
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

な
ど
で
周
知
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　有
効
期
限
が
平
成
33
年（
令
和

▼
駐
車
場

　１
台
１
、
０
０
０
円
／
月

　（１
世
帯
１
台
ま
で
）

▼
申
込
書
配
付
場
所
・
期
間

　都
市
計
画
課

　５
月
10
日
㈪
〜
28
日
㈮

　午
後
５
時
ま
で

▼
申
込
期
間

　５
月
17
日
㈪
〜
28
日
㈮

　午
後
５
時
ま
で

▼
入
居
者
の
選
定
方
法

　応
募
者

多
数
の
場
合
は
抽
選
し
ま
す
。

申
問
都
市
計
画
課
　
建
築
住
宅
班

　
☎（
２
４
８
）３
８
５
５

▼
募
集
案
内
書
配
付
場
所

　①
県
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　②
市
役
所

　都
市
計
画
課

　③
㈱
明
和
不
動
産

　各
店
舗

▼
配
付
期
間
・
時
間

　５
月
17
日
㈪
〜
６
月
14
日
㈪

　①
・
②
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

　③
各
店
舗
に
よ
り
定
休
日
・
営

業
時
間
が
異
な
り
ま
す
。

▼
申
込
期
間

　６
月
４
日
㈮
〜
14
日
㈪

▼
申
込
方
法

　原
則
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

繁
殖
期
の
野
鳥
保
護
お
よ
び

指
導
取
締
強
化
月
間
に
つ
い
て

令
和
３
年
度
狩
猟
免
許

試
験・更
新
を
予
定
し
て
い
ま
す

県
営
住
宅
補
充
入
居

待
機
者
を
募
集
し
ま
す

介
護
保
険
事
業
計
画
等

策
定
委
員
を
募
集
し
ま
す

募

集

市
営
御
代
志
住
宅

入
居
者
を
募
集
し
ま
す
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INFORMATION

◦
市
上
下
水
道
事
業
の
受
益
者（
公

共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
事

業
、
個
別
排
水
処
理
施
設
事
業

を
含
む
）

◦
本
市
で
事
業
を
営
む
ま
た
は
活

動
す
る
人（
代
表
者
）

②
市
の
上
下
水
道
事
業
に
関
心
の

あ
る
人

▼
応
募
方
法

　住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番

号
を
明
記
し
応
募
の
理
由
を
記

入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
は
問
い
ま
せ
ん
。

　標
準
応
募
用
紙
を
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
応

募
は
持
参
す
る
か
郵
送
、
フ
ァ

ク
ス
ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
願
い

し
ま
す
。

▼
募
集
期
限

　５
月
31
日
㈪

申
問
水
道
課

　
〒
８
６
１
‐
１
１
９
５

　
竹
迫
２
１
４
０
番
地

　
g（
２
１
５
）５
０
１
０

　
fsuidou@

city.koshi.lg.jp

　高
齢
者
の
生
き
が
い
と
健
康
づ

く
り
推
進
事
業
の
一
環
と
し
て
、

　過ごしやすい季節となってきまし
た。自転車で通勤・通学する際は安全
利用五則を守って、余裕を持って走行
してください。

問い合わせ先　熊本北合志警察署　☎341−0110

犯罪発生
状　　況
（３月集計）

交通事故
状　　況
（３月集計）

区　分 ３月中 累　計
北合志署管内 48 115
うち合志市 12 28
主な発生犯罪 万引き、車上ねらいなど

区　分 北合志署管内 うち合志市
３月中 累　計 ３月中 累　計

発生件数 32 75 9 24
死者数 0 0 0 0
負傷者数 39 90 11 30

　当署管内で高齢者宅を訪問し、高額な商品を販売する事案が発

生しています。

被害にあわないために

◦知らない業者を安易に自宅に入れない

◦相手の氏名、用件を確認し、必要がなければはっきりと断る

◦高齢者のご家族は、家の中に高額な商品や契約書がないか確認
する

　などの対策をお願いします。

高齢者対象の不審な契約に注意自転車安全利用五則

◦自転車は車道が原則　歩道は例外

◦歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

◦車道は左側を通行

◦交通ルールを守る

◦子どもはヘルメット
を着用

　市
で
は
水
を
安
定
的
に
供
給
す

る
水
道
事
業
や
、
汚
れ
た
水
を
き

れ
い
に
し
て
河
川
や
海
に
戻
し
水

質
保
全
な
ど
の
役
割
を
担
う
下
水

道
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
運
営
に
つ
い
て
、
市

長
の
諮
問
に
応
じ
て
審
議
す
る
機

関
と
し
て
上
下
水
道
事
業
運
営
審

議
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　委
員
の
改
選
に
当
た
り
、
市
民

の
皆
さ
ん
か
ら
上
下
水
道
事
業
運

営
審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
委
員
の
仕
事

◦
上
下
水
道
事
業
の
運
営
に
関
す

る
審
議

◦
そ
の
他
、
市
長
が
事
業
運
営
上

必
要
と
認
め
る
事
に
つ
い
て
の

審
議

※
費
用
弁
償
の
支
給
が
あ
り
ま
す
。

▼
募
集
人
数

　３
人
程
度

▼
任
期

　選
任
の
日
か
ら
令
和
５

年
６
月
末
ま
で

▼
応
募
資
格

　次
の
①
②
の
要
件
を
満
た
し
年

２
回
〜
４
回
の
会
議
に
出
席
で

き
る
人

①
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
20
歳

以
上
の
人

◦
本
市
に
住
民
票
が
あ
る
人

料
理
入
門
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

包
丁
の
握
り
方
か
ら
教
え
ま
す
の

で
、
料
理
初
心
者
の
人
に
も
お
す

す
め
で
す
。

▼
と
き

　６
月
〜
令
和
４
年
３
月

の
第
３
水
曜
日（
全
10
回
）

　午
前
10
時
〜
正
午

▼
と
こ
ろ

　保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

ふ
れ
あ
い
館

▼
内
容

　今
ま
で
料
理
を
し
た
こ

と
が
な
い
人
で
も
分
か
り
や
す

い
よ
う
に
、
味
噌
汁
・
卵
焼
き

な
ど
の
基
本
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

10
回
の
講
座
で
さ
ま
ざ
ま
な
料

理
を
学
び
ま
す
。

▼
対
象

　市
内
在
住
65
歳
以
上
の

人
で
今
ま
で
参
加
し
た
こ
と
が

な
い
人（
旧
教
室
名
は
男
性
の
料

理
教
室
）

▼
定
員

　９
人

▼
参
加
料

　１
、
０
０
０
円

※
保
険
料
含
む
・
材
料
費
は
別
途

徴
収

▼
申
込
締
切

　５
月
28
日
㈮

※
日
程
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
抽
選

で
す
。
結
果
は
郵
送
に
て
通
知

し
ま
す
。

申
問
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
地
域
福
祉
課（
ふ
れ
あ
い
館
）

　
☎（
２
４
２
）７
０
０
７

上
下
水
道
事
業
運
営
審
議
会

委
員
を
募
集
し
ま
す

い
き
い
き
講
座
受
講
生
募
集

料
理
入
門
講
座
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